
公立保育所の副食費に関するＦＡＱ【利用者向け】 （R1.7.1)

No. 事項 問 答

1 副食費の徴収額 給食費はいくらですか。

　給食費とは、主食費と副食費を合わせたものを言います。主食費とは、これまで負担いた
だいていた完全給食負担金1,000円で、副食費は4,500円です。
　副食費は保育料が無償である生活保護世帯やひとり親世帯等（※）、年収360万円未満相
当の世帯の全ての子ども及び全所得階層の第３子以降の子が免除の対象となります。

※　生活保護世帯・里親、市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の
一部の子及び第３子以降の子

2 副食費に含まれるもの 副食費とは何のことを言うのですか。
　副食費には、おかず、おやつ、牛乳、お茶が含まれます。主食費とはいわゆるご飯代のこ
とを言います。主食費と副食費を合わせて給食費と言います。

3 公立保育所における副食費の徴収
公立保育所に通っています。
副食費は支払わなければならないですか。

　支払っていただく必要があります。これまで、保育料、主食費（＝完全給食負担金）を支
払っていただいていましたが、今回、保育料が無償化され、主食費と、これまでは保育料に
含まれていた副食費を支払っていただくこととなりました。
　主食費と副食費を合わせて、給食費と言います。副食費は、世帯の状況によって、免除の
対象となる場合があります。

4 副食費の徴収 なぜ副食費を支払わなければならないのですか。
　新たに副食費を負担するように感じられるかもしれませんが、これまでも保育料の一部とし
て副食費を負担していただいておりました。

5 低所得者世帯への配慮 所得によって、副食費の額は変わりますか。

　現在、保育料が無償である生活保護世帯やひとり親世帯等（※）について、副食費を免除
します。
　また、年収360万円未満相当の世帯の全ての子ども及び全所得階層の第３子以降の子も
免除の対象となります。

※　生活保護世帯・里親、市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の
一部の子及び第３子以降の子

6 副食費の徴収額 生活保護を受給していますが、すべて無償となりますか。
　生活保護を受給中で、３歳未満児は保育料が無償となるため、主食費・副食費はかかりま
せん。３歳児以上は保育料が無償となり、副食費は免除されますが、主食費（＝完全給食負
担金：1,000円）はかかります。

7
第２号認定子どもの副食費徴収対象者
の範囲

３歳以上は負担の対象ということですが、２歳児クラスの途中で
３歳の誕生日を迎えたら、負担の対象となりますか。

　いいえ。公立保育所に通うお子さんは、３歳の誕生日を迎えて初めての３月３１日を経過し
たのち、負担の対象となります（３歳児クラスから対象となります）。

8 副食費の徴収額
こどもが３人おり、３人とも保育所に通っています。副食費はどう
なりますか。

　「生活保護世帯・里親、市町村民税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の
一部の子」のご家庭は、３人とも無償です。
　年収が３６０万円以上のご家庭で、　小学校就学前のお子さんが３人の場合は、第３子以
降の子は無償となり、第１子・第２子は負担が発生します。

9 　副食費免除対象者の決定・通知 副食費の金額などは、市から通知されますか。 　市からお知らせいたします。
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10 副食費の税更正への対応 月途中に、副食費の額の変更はありますか。

　月途中で退所した場合は、日割計算となります。
　年度の途中に、世帯構成など、状況に変化があれば、副食費の額が変更になる場合があ
ります。

11 特別食の提供に係る徴収
アレルギーを持っているのですが、副食費は他の児童と同じ額
になりますか。

　これまでもアレルギー対応をしているお子さんも、他のお子さんと同額を負担いただいてい
ます。そのため、副食費は皆さん同じ額となります。

12 副食費の徴収 欠席をし、給食を食べないときも、副食費を支払うのですか。
　これまでと同様、欠席をされたお子さんも、ひと月の副食費負担額に変更はありません。
　ただし、これまでの保育料減額の特例と同様、入所しているお子さんまたは保護者の傷病
により長期欠席される場合は、副食費が保護者の申請で半額になります。

13 副食費の徴収 副食費の支払い方法はどのようになりますか。

　これまでの保育料と同様、口座振替を基本とします。口座振替日は毎月末日です（金融機
関が休業日の場合は翌営業日です）。
　納付書でのお支払いの場合は、保育所を通じて送付します。必ず納入期限までに、納付
書の裏面記載の金融機関等で納付してください。


